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令和６年度介護報酬改定について（共通部分） 

１ 令和６年度介護報酬改定の施行時期について 

令和６年度介護報酬改定の施行時期については、令和６年度診療報酬改定が令和６年６月

１日施行とされたこと等を踏まえ、以下のとおりとされています。 

（１）６月１日施行とするサービス 

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・通所リハビリテーション

（２）４月１日施行とするサービス 

（１）以外のサービス 

（３）処遇改善関係加算の施行の時期について 

加算率の引上げについては、令和６年６月１日施行。加算の一本化についても令和

６年６月１日施行、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分

を認めることとする改正は、令和６年４月１日施行。 

（４）補足給付に関わる見直し 

・令和６年８月１日施行とする事項

基準費用額の見直し

・令和７年８月１日施行とする事項

多床室の室料負担
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２ 省令、告示及び通知等の改正 

改正内容の主な項目について掲載しています。 

詳細について、各サービスの資料及び厚生労働省通知にてご確認ください。 

 

（１）人員配置基準における両立支援への配慮 

全サービス共通 

・「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務

制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設け

る短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱うこ

とを認める。 

・「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿っ

て事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30 時間以上の勤務で常勤換算で

の計算上も１（常勤）と扱うことを認める。 

（２）管理者の責務及び兼務範囲の明確化 

全サービス共通 

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点

から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ

適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を明確

化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場

合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨が明確化さ

れた。 

（３）いわゆるローカルルールについて 

全サービス共通 

都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールについて、

あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要があること、

事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの必要性を説明できる

ようにすること等を求める。 

※令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ vol.１ 問183 

（４）「書面掲示」規制の見直し 

全サービス共通 

運営基準上、事業所の運営規定の概要等の重要事項等について、「書面掲示」に加え、

インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、原則として重要事項等の情報をウェブサ

イトに掲載しなければならない。 

※令和７年度から義務付け 

 

 

-2-



（５）テレワークの取り扱い 

全サービス（居宅療養管理指導を除く） 

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関し

て、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提

に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方が示される。 

「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留

意事項について（令和６年３月29日老高発0329第２号、老認発0329第５号、老老発0329第

１号） 

（６）業務継続計画未策定事業所に対する減算 

★訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リ

ハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜

間対応型訪問介護、（介護予防支援）居宅介護支援 

☆通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入所生活介護、

（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、地域密着型通所

介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）、（介護予防）小規模多機能型

居宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老

人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

※居宅療養管理指導 

（単位数）施設・居住系サービス 所定単位数の100 分の３に相当する単位数を減算 

その他のサービス 所定単位数の100 分の１に相当する単位数を減算 

★のサービス 令和７年３月31日までの間減算の対象としない 

☆のサービス 原則減算の対象（１年間の経過措置要件もあり） 

※居宅療養管理指導 減算の対象としないことに加えて令和９年３月31日まで

業務継続計画策定の経過措置期間を延長する 

（算定要件）業務継続計画の策定 

（７）高齢者虐待防止の推進 

訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハ

ビリテーション、通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）短期入

所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、定

期巡回・臨時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、（介護予

防）認知症対応型通所介護、（介護予防）、（介護予防）小規模多機能型居宅介護、（介

護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、（介護予防支援）居宅介

護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

☆（介護予防）福祉用具貸与 
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（単位数）  所定単位数の100 分の１に相当する単位数を減算 

（算定要件）虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を

防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者をさだめる

こと）が講じられていない場合 

☆（介護予防）福祉用具貸与 令和９年３月31日まで経過措置あり 
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1 

 

 

福岡市介護サービス事故に係る報告要領 

 

 

１ 趣旨 

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者、指

定介護予防支援事業者及び介護保険施設が保険者に対して行う事故報告については、この要

領に基づき、適切に取り扱うものとする。 

 

２ サービスの種類 

事業所又は施設のサービスの種類については、次のとおりとする(介護予防サービス及び共

生型サービスを含む。)。 

(1) 訪問系サービス   指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハ

ビリテーション、指定居宅療養管理指導 

(2) 通所系サービス   指定通所介護（指定通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間

及び深夜の指定通所介護以外のサービスを含む。）、指定通所リハ

ビリテーション 

(3) 居住系サービス     指定特定施設入居者生活介護 

(4) 短期入所系サービス 指定短期入所生活介護、指定短期入所療養介護 

(5) 施設サービス    指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

(6) 地域密着型サービス 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間対応型訪問介 

護、指定認知症対応型通所介護（指定認知症対応型通所介護事業 

所の設備を利用し提供する夜間及び深夜の指定認知症対応型通所 

介護以外のサービスを含む。）、指定小規模多機能型居宅介護、指 

定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定 

看護小規模多機能型居宅介護、指定地域密着型通所介護（指定地 

域密着型通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及び深夜の 

指定地域密着型通所介護以外のサービスを含む。）、指定療養通所 

介護（指定療養通所介護事業所の設備を利用し提供する夜間及び 

深夜の指定療養通所介護以外のサービスを含む。） 

(7) その他        指定居宅介護支援、指定介護予防支援、指定福祉用具貸与、指定

特定福祉用具販売 

 

３ 報告の範囲 

９の根拠法令等に掲げる各サービスの基準における利用者又は入所者（以下「利用者」と

総称する。）に対する各サービスの提供により事故が発生した場合については、直接介護を提

供していた場合のみでなく、次の場合を含む。 

 (1) 利用者が事業所又は施設（以下「事業所」と総称する。）内にいる間に起こったもの 

 (2) 利用者の送迎中に起こったもの 

 (3) その他サービスの提供に密接な関連があるもの 
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2 

 

 

４ 報告すべき事故の種類 

(1) 報告すべき事故の種別は、次の内容とする。 

   転倒、転落、異食、不明、誤薬・与薬もれ等、誤嚥・窒息、医療処置関連（チューブ抜

去等）、その他（感染症（インフルエンザ等）、食中毒、交通事故、徘徊（利用者の行方不

明を含む。）、接触、職員の違法行為・不祥事、事業所の災害被災） 

※ 「職員の違法行為・不祥事」は、サービス提供に関連して発生したものであって、利

用者に損害を与えたもの。例えば、利用者の個人情報の紛失、送迎時の利用者宅の家屋

の損壊、飲酒運転、預り金の紛失や横領などをいう。 

 (2) 報告すべき事故における留意点 

① 死亡については、死亡診断書で、老衰、病死等の主に加齢を原因とするもの以外の死

因が記載されたものを報告すること。 

② けが等については、医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け投薬、処置等

何らかの治療が必要となった事故を報告すること。なお、報告すべきか不明の場合は、

保険者に問い合わせること。 

③ 食中毒、感染症等のうち、次の要件に該当する場合は、保険者への報告と併せて管轄

の保健所に報告し、指導を受けること。 

＜報告要件＞ 

イ 同一の感染症若しくは食中毒による、又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤

な患者が１週間以内に２人以上発症した場合 

ロ 同一の有症者等が10人以上又は全利用者の半数以上発症した場合 

ハ イ及びロに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特

に管理者等が必要と認めた場合 

④ 従業者の直接行為が原因で生じた事故及び従業者の介助中に生じた事故のうち、利用

者の生命又は身体に重大な被害が生じたもの（自殺、行方不明及び事件性の疑いがある

ものを含む。）については、管轄の警察署に連絡すること。 

（注）事故報告には該当しないが、これに準ずるもの（利用者が転倒したものの、特に

異常が見られずサービス提供を再開した場合や、職員による送迎時の交通違反の場

合等）については、個人記録や事故に関する帳簿類等に記録するとともに、ヒヤリ・

ハット事例として事業所内で検討して、再発防止を図ることが望ましい。 

 

５ 報告の時期及び報告先等 

所要の措置（救急車の出動依頼、医師への連絡、利用者の家族等への連絡等）が終了した

後、速やかに保険者に対して報告を行うこと。また、併せて居宅介護支援事業所又は介護予

防支援事業所に対して報告を行うこと。 

報告は、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内に行うこと。ただし、事故の程度が大き

いものについては、まず、電話等により、保険者に対し、事故の概要について報告すること。

報告に当たっては、次の点に留意すること。 

(1) 利用者の事故について、別表介護サービス事故報告先に定める利用者の保険者に応じた報告先に

報告すること。 

 (2) 報告後に、当該利用者の容態が急変して死亡した場合等は、再度報告を行うこと。 
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６ 報告すべき内容 

(1) 事故状況の程度（受診、入院、死亡等） 

 (2) 事業所の名称、事業所番号、連絡先及び提供しているサービスの種類 

(3) 利用者の氏名、年齢、性別、被保険者番号、サービス提供開始日、住所、保険者、要介 

護度及び認知症高齢者日常生活自立度  

(4) 事故の概要(事故発生・発見の日時及び場所、事故の種別、発生時の状況等) 

 (5) 事故発生・発見時の対応(対応状況、受診方法、受診先、診断結果等) 

(6) 事故発生・発見後の状況（家族や関係機関等への連絡） 

(7) 事故の原因分析（本人要因、職員要因、環境要因の分析） 

 (8) 再発防止策（手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止先の評価時期および結果等） 

 

７ 事故報告の様式及び福岡市に対する報告方法等 

別に保険者が定める事故報告書の様式がある場合はそれによることとし、基本的に上記６

の項目を満たす必要がある。 

事故報告書の様式の標準例は、別紙のとおりとする。 

福岡市への事故報告書の提出は、電子申請システム（グラファー）により行うものとする。    

また、事故報告書は、基本的には利用者個人ごとに作成するが、感染症、食中毒等におい

て、一つのケースで対象者が多数に上る場合は、事故報告書を１通作成し、これに対象者の

リスト（標準例の項目３「対象者」及び５「事故発生・発見時の対応」、各人の病状の程度、

搬送先等の内容を含むこと。）を添付してもよい。 

 

８ 記録 

事故の状況及び事故に際して採った処理は必ず記録し、完結後５年間は保存すること。た

だし、保険者の条例が適用される場合において、異なる期間を定めるときは、その期間とす

ること。 

 

９ 根拠法令等 

(1) 居宅サービス及び施設サービス 

① 福岡県介護サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成24年福

岡県条例第55号）第６条（それぞれ第12条、第 17条、第 18条の５、第21条、第 26

条で準用する場合を含む。）、第7条、第13条、第18条、第18条の６、第22条及び第

27条又は指定都市若しくは中核市が定める条例における相当の規定 

② 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第

37 号）第 37 条（それぞれ第 39 条の３、第43 条、第 54 条、第 58条、第 74 条、第 83

条、第91条、第119条、第140条（第140条の13で準用する場合を含む。）、第140条

の15、第140条の32、第155条（第155条の12で準用する場合を含む。）、第192条、

第192条の12、第206条、第216条で準用する場合を含む。）、第104条の2（それぞれ

第105条の３、第109条で準用する場合を含む。） 

③ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 39

号）第35条（第49条で準用する場合を含む。） 
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④ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令

第40号）第36条（第50条で準用する場合を含む。） 

⑤ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚生労働省令第

５号）第40条 

⑥ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83号）附則第 130 条の 2第 1

項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設

備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号）第34条（第50条で準用する場

合を含む。） 

⑦ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第

35号）第53条の10（それぞれ第61条、第74条、第84条、第93条、第123条、第142

条（第159条で準用する場合を含む。）、第166条、第185条、第195条（第210条で準

用する場合を含む。）、第245条、第262条、第280条、第289条で準用する場合を含む。） 

(2) 地域密着型サービス 

① 保険者が定める条例における相当の規定 

② 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労

働省令第34号）第３条の38（それぞれ第18条、第88条、第108条、第129条、第182

条で準用する場合を含む。）、第35条（それぞれ第37条の３、第40条の16、第61条で

準用する場合を含む。）、第155条（第169条で準用する場合を含む。） 

③ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成 18

年厚生労働省令第36号）第37条（それぞれ第64条、第85条で準用する場合を含む。） 

(3) 居宅介護支援及び介護予防支援 

 ① 保険者が定める条例における相当の規定 

② 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）

第27条 

③ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号）第26条 

 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成27年４月27日から施行する。  

   附 則 

 この要領は、平成28年４月27日から施行し、改正後の介護サービス事故に係る報告要領の

規定は、平成28年４月１日から適用する。 

  附 則 

 この要領は、令和４年８月10日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年９月１日から施行する。 
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別表 介護サービス事故報告先 

事業所の所在地 利用者の保険者 報告先 

福岡市内（※） 

福岡市各区福祉・介護保険課 福祉局事業者指導課 

福岡市外 
福祉局事業者指導課及び 

利用者の保険者（所管課） 

※福岡市外の事業所は、各指定権者が定める事故報告要領等に従い報告すること。 
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福 指 第 4 7 3 号 

令和６年８月14日  

 

介護サービス事業所 管理者 

高齢者福祉施設   施設長 各位 

 

福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課長                

 

介護サービスに係る事故報告書提出方法の変更について（通知） 

 

 介護サービスに係る事故報告書の福岡市への提出方法について、下記のとおり変更しましたのでお知

らせいたします。令和６年９月１日以降は原則、福岡市電子申請システムにて報告をお願いいたします。 

報告書の提出方法については、下記１をご参照ください。各区福祉・介護保険課への電子メール等に

よる提出は不要となりますので、ご留意ください。 

 なお、本変更に伴い、「介護サービス事故に係る報告要領」の改正を行っております（「５ 報告の時

期及び報告先等」「７ 事故報告の様式及び福岡市に対する報告方法等」部分）のでご確認ください。 

 

１ 提出方法 

（１）市ホームページ、下記URLまたは下記コードからアクセスする。 

（２）ログインし、事故報告書をアップロードする（１度に５件まで報告書のアップロードが可能）。 

※事故報告の詳細を別途作成している場合は、当該資料もアップロードしてください。 

 

２ 電子申請システムURL、コード 

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/jikohoukoku-kaigo 

 

３ 変更年月日 

  令和６年９月１日 

 

４ 送付資料 

（１）福岡市介護サービス事故に係る報告要領新旧対照表 

（２）（改正後全文）福岡市介護サービス事故に係る報告要領 

 

【問い合わせ先】  

〒810-8620  福岡市中央区天神１－８－１  

福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課  

施設指導係  TEL：092-711-4319 

在宅指導係  TEL：092-711-4257 
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1／2

各保険者宛

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること
※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

□ 第１報 □ 第 報 □ 最終報告 年 月 日

□ □ □ □ ）

年 月 日

□ 男性 □ 女性

年 月 日

□ 要支援1 □ 要支援2 □ 要介護1 □ 要介護2

□ 要介護3 □ 要介護4 □ 要介護5 □ 自立

□ 発生 □ 発見 年 月 日 時 分頃

□ 居室（個室） □ 居室（多床室） □ トイレ □ 廊下

□ 食堂等共用部 □ 浴室・脱衣所 □ 機能訓練室 □ 施設敷地内の建物外

□ 敷地外 □ 居宅（ ） □ その他（ ）

□ 転倒 □ 転落 □ 異食 □ 不明

□ 誤薬、投薬もれ等 □ 誤嚥・窒息 □ 医療処置関連（チューブ抜去等）

□ 感染症（インフルエンザ等） □ 食中毒 □ 交通事故 □ 徘徊 □ 接触

□ 職員の違法行為・不祥事　　 □ 事業所の災害被災 □ （ ）

２
事
業
所
の
概
要

法人名③ 事業所番号

事業所（施設）名④

福岡市介護サービスに係る事故報告書

１事故
状況

事故状況の程度① 入院 死亡 その他（

死亡に至った場合②
死亡年月日

西暦

受診(外来･往診)、
自施設で応急処置

所在地⑥

記載者名、TEL⑦ ＴＥＬ

サービス種別⑤

3
対
象
者

氏名・年齢・性別等⑧
氏名 被保険者番号　

年齢 性別

サービス提供開始日⑨ 西暦 保険者

住所⑩

身体状況⑪

要介護度

認知症高齢者
日常生活自立度

□ □ □ □ □ □ □
Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

4
事
故
の
概
要

発生・発見日時⑫

発生時状況、事故内容
の詳細⑮

その他
特記すべき事項⑯

事故の場所⑬

事故の種別⑭

西暦

提出日：西暦

＜その他＞
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□ □ □ 救急搬送 □ その他（ ）

□ 切傷・擦過傷 □ 打撲・捻挫・脱臼 □ 骨折(部位： ）

□ 異常なし □ その他（ ）

（入院先 入院年月日 ）

□ 配偶者 □ 子、子の配偶者 □ その他( ）

西暦 年 月 日

□ 他の自治体 □ 警察 □ その他（ケアマネ等）
自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

□ □ □ □

□ その他（ ） □

（できるだけ具体的に記載すること）

（できるだけ具体的に記載すること）

□ □ 検討・交渉中 □ ）

5
事
故
発
生
・
発
見
時
の
対
応

発生・発見時の対応⑰

受診方法⑱
施設内の医師(配
置医含む)が対応

受診(外来・往診)

受診先⑲ 医療機関名 連絡先(電話番号)

診断名⑳

診断内容㉑

検査、処置等の概要㉒

本人、家族、関係先等
への追加対応予定㉖

7 事故の原因分析㉗
（本人要因、職員要因、
　環境要因の分析）

従業者の
直接行為

介助中の注意
不足によるもの

福祉用具・
施設整備不良

不明

6
事
故
発
生
・
発
見
後
の
状
況

利用者の状況㉓

家族等への報告㉔

報告した家族等の
側柄

連絡した関係機関㉕
(連絡した場合のみ)

従業者の見守り
不十分によるもの

10 その他㉚
　特記すべき事項

8 再発防止策㉘
（手順変更、環境変更、
　その他の対応、再発防止策の
　評価時期および結果等）

9 損害賠償等の状況㉙ 損害賠償保険利用 賠償なし（理由：　

報告年月日
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/dl/h170222.pdf

  https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7664&dataType=1&pageNo=1 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/ind
ex_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatom

e_13635.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureish

a/douga_00002.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou04/index.html

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108661.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html 
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yob

ou/040204-1.html

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/infulenza/QA2023.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou03/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/rezionerashishin.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000577571.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/measles/index.html

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/rubella/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/in

dex.html
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https://www.tmghig.jp/research/cms_upload/heatshock.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/aids/

http://www.taiki.pref.fukuoka.lg.jp/homepage/Jiho/OyWbJiho01.htm

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pm25-tyuuikanki.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ox-chui.html

 

 

 

 -

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-08-003.html

8020

https://www.8020zaidan.or.jp/index.html

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koukuueisei-video.html 
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○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下のとおり。

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。
・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応じた

日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象
日数を乗じて単位数を算定する。
※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。

　月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。

＜対象事由と起算日＞

月額報酬対象サービス 起算日※２

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開
始　（※１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

終
了

介護予防通所リハ
（介護予防特定施設入
居者生活介護における
外部サービス利用型を
含む）

月途中の事由

Ⅰ－資料９
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援
Ⅱ）

変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・受給資格取得
・転入
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

サービス提供日
（通い、訪問又は宿泊）

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要支援Ⅰ⇔要支援
Ⅱ）

変更日

・区分変更（要介護⇔要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・受給資格喪失
・転出
・利用者との契約解除

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）
（喪失日）
（転出日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業所指定有効期間満了
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日
（満了日）
（開始日）

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

終
了

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能
型居宅介護
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護）

夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護（療養
通所介護）

開
始

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の退居（※１）

退所日の翌日
退居日の翌日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間
（ただし、特別訪問看護指示書の場合を除く）

給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

訪問看護（定期巡回・随時
対応型訪問介護看護事業
所と連携して訪問看護を行
う場合）

終
了

開
始
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除
・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除
く）

契約日

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の退居（※１）

退所日
退居日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要介護１～５の間） 変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始
・利用者との契約解除

契約解除日

（満了日）
（開始日）

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１）
・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型
共同生活介護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護
（短期利用型）又は地域密着型特定施設入居者生活介
護、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短
期利用型）の入居（※１）

入所日の前日
入居日の前日

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月
の貸与期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半
月単位の計算方法を行うことも差し支えない。）

開始日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月
の貸与期間が一月に満たない場合（ただし、当分の間、半
月単位の計算方法を行うことも差し支えない。）

中止日

・公費適用の有効期間終了 終了日

開
始

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

終
了

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
（特定施設入居者生活介護
及び介護予防特定施設入
居者生活介護における外部
サービス利用型を含む）

開
始

終
了
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（要介護→要支援）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業開始（指定有効期間開始）
・事業所指定効力停止の解除

契約日

・利用者との契約開始 契約日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の退居（※１）

退居日の翌日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の退所（※１）

退所日の翌日

・公費適用の有効期間開始 開始日

・生保単独から生保併用への変更
（６５歳になって被保険者資格を取得した場合）

資格取得日

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ）
・区分変更（事業対象者→要支援）

変更日

・区分変更（事業対象者→要介護）
・区分変更（要支援→要介護）
・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１）
・事業廃止（指定有効期間満了）
・事業所指定効力停止の開始

契約解除日

（廃止・満了日）
（開始日）

・利用者との契約解除 契約解除日

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知
症対応型共同生活介護の入居　（※１）

入居日の前日

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開
始　（※１）

サービス提供日（通い、
訪問又は宿泊）の前日

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療
養介護の入所（※１）

入所日の前日

・公費適用の有効期間終了 終了日

居宅介護支援費
介護予防支援費
介護予防ケアマネジメント費

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事
業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末にお
ける要介護度に応じた報酬を算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能と
する。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合
は、それぞれにおいて月額包括報酬の算定を可能とす
る。

-

終
了

介護予防・日常生活支援総
合事業
・訪問型サービス（独自）
・通所型サービス（独自）

※月額包括報酬の単位とし
た場合

開
始
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月額報酬対象サービス 起算日※２月途中の事由

日割り計算用サービスコー
ドがない加算及び減算

-

・日割りは行わない。
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事
業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※１）
・月の途中で、要介護度（要支援含む）に変更がある場合
は、月末における要介護度（要支援含む）に応じた報酬を
算定するものとする。
・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能と
する。
・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合
は、生保併用にて月額包括報酬の算定を可能とする。（月
途中に介護保険から生保単独、生保併用に変更となった
場合も同様）

-

※１　ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に

※２  終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。

 転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
 なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
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地域密着型サービスの外部評価について 

＜外部評価とは＞ 

 地域密着型サービスにおける介護の質の向上を図ることを目的として、厚生労働省の定め

る基準に基づいて、地域密着型サービス事業者（介護予防含む）が自己評価を行った上で、

県が選定した評価機関の実施するサービス評価を受け、その評価結果を踏まえて総括的な評

価を行うものです。

＜外部評価の頻度＞ 

原則として少なくとも年に１回受けます。

＜参考通知＞

・「指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準」第 97 条第８項等に

規定する自己評価・外部評価の実施等について（平成 18年 10 月 17 日老計発第 1017001号） 

・指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準第３条の 37第１項に定

める介護・医療連携推進会議，第 34 条第１項（第 88 条，第 108 条及び第 182 条において準

用する場合に限る。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について（平成 27 年

３月 27 日老振発 0327第４号・老老発 0327第１号）

〇認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価について 

福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営の基準等を定める条例「指定認

知症対応型共同生活介護の取扱方針」 

第 57 条 第 10項 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，自らその提供する指定認知症対

応型共同生活介護の質の評価を行うとともに，定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて，

それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければならない。 

（１） 外部の者による評価

（２） 運営推進会議（利用者，利用者の家族，地域住民の代表者，指定認知症対応型共同生

活介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定認知症対応型共同生活介護事業所が所在

する区域を管轄する法第 115 条の 46 第１項に規定する地域包括支援センターの職員，認知症

対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。ただし，利用者又はその家族（以下この号において「利

用者等」という。）が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得なければならない。）をいう。）における評価 

(地域包括支援センター) 

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険

者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事

業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び

生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括

的に支援することを目的とする施設とする。 
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認知症対応型共同生活介護事業所は，外部評価若しくは運営推進会議にてサービスの質の評

価を行わなければならなりません。 

＜外部評価の手続き＞ 

 認知症対応型共同生活介護事業者（介護予防含む）は、県が選定した外部評価機関に申込

みをし、契約後、外部評価機関に対して評価手数料を支払います。 

 外部評価機関は、実施要領及び結んだ契約に基づいて外部評価を行います。 

＜外部評価機関＞ 

福岡県が選定した外部評価機関は、次のとおりです。 

外部評価機関名 所在地 連絡先 

株式会社アーバン・マトリックス 

福祉評価センター 
北九州市戸畑区境川１丁目７番６号 093-883-0876

株式会社アール・ツーエス 
福岡市南区井尻４丁目２番１号 

関ビル１階 
092-589-5680

特定非営利活動法人 

北九州シーダブル協会 
北九州市小倉北区真鶴２丁目５番 27号 093-582-0294

公益社団法人福岡県介護福祉士会 
福岡市博多区博多駅東１丁目１番 16号 

第２高田ビル２階 
092-474-7015

社会福祉法人福岡県社会福祉協議会 春日市原町３丁目１番地７ 092-584-3610

一般財団法人福祉サービス評価機構 
福岡市中央区薬院４丁目３番７号 

フローラ薬院２階
092-534-5600

特定非営利活動法人 

ヘルスアンドライツサポートうりずん

直方市知古１丁目６番 48号 

日野ビル１階 
0949-28-2237 

※外部評価手数料については各機関へお尋ねください。

＜外部評価結果の公開＞ 

・評価機関は外部評価の結果を「独立行政法人 福祉医療機構」が運営する「ＷＡＭＮＥＴ

（福祉・保健・医療情報ネットワーク）」に掲載します。 

・認知症対応型共同生活介護事業者（介護予防含む）は

（１）指定を受けた市町村に評価結果を提出します。

（２）利用申込み者に対して、外部評価の結果を重要事項説明書に添付して説明するととも

に、事業所の見やすい場所に掲示をします。 

（３）事業者が自ら設置する運営推進会議において評価結果について説明します。
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〇小規模多機能型居宅介護事業所の外部評価について
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福 指 第  1193   号 

令和５年 12 月 28 日 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所 管理者 様 

福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課長 

（施設指導係） 

令和６年度の外部評価の実施の免除に係る申請について（通知） 

認知症対応型共同生活介護については、年に１回以上の外部評価の実施が必要ですが、福岡県

外部評価実施要領に基づき、一定の要件を満たした事業所は、次年度（令和６年度）の外部評価

については実施しなくてもよいとされています。 

つきましては、当該要件を満たしている事業所のうち、外部評価の実施の免除を希望される事

業所は、下記のとおり申請されますようお願いいたします。 

記 

１ 要件 

５年間継続して外部評価を実施している事業所であって、下記（１）から（４）までの要件

を全て満たすこと。なお、外部評価の実施が必要な年度に、運営推進会議を活用した評価を行

っている事業所は、免除の対象外となる。 

（１）自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を保険者に提出していること。

（２）運営推進会議が、過去１年間に６回以上開催されていること。

（３）運営推進会議に、事業所所在地の保険者の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず

出席していること。 

（４）自己評価・外部評価結果のうち、外部評価項目の２、３、４、７の実践状況（外部評価）

が適切であること。 

※ 上記の外部評価項目について

２：事業所と地域とのつきあい

３：運営推進会議を活かした取組み

４：市町村との連携

７：運営に関する利用者、家族等意見の反映

＜注１＞令和４年度の外部評価の実施が免除されていた事業所のうち、令和５年度の外部評価

を適正に実施し、上記（１）から（４）までの要件を満たしている場合は、令和６年

度の実施の免除の対象となります。免除を希望される場合は、免除の申請の手続きを

行ってください。 

＜注２＞令和５年度の外部評価の実施が免除されている事業所は、令和６年度の外部評価は必

ず実施してください。 
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２ 提出期限 

令和６年１月 31 日（水）必着 

３ 提出が必要な書類 

（１）外部評価の実施に係る申請書（様式１）

（２）自己評価及び外部評価結果（令和５年度分）

（３）目標達成計画（令和５年度の評価結果をもとに作成した計画）

（４）運営推進会議の議事録（過去１年間分）

＜提出書類についての留意事項＞ 

①「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」について 

・福岡市（事業者指導課）に「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を既に

提出されている場合は、改めて提出していただく必要はありません。

・申請書の提出日時点で、令和５年度の外部評価の結果が確定していない場合（調査日が

申請書提出日以降の場合も含む）は、申請書にその旨を記載して提出してください。

この場合、令和６年３月 31 日までに外部評価を実施し、評価結果の確定後に、速やかに

「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を提出してください。

② 「運営推進会議の議事録」について

・議事録には、参加者の出欠状況、会議の内容、結果等を具体的に記載してください。

・会議で配布した資料については、提出していただく必要はありません。

４ 提出方法 

（１）メールで提出する場合 

件名：（事業所番号）外部評価実施免除申請 

宛先：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp 

（２）郵送で提出する場合 

※ 郵送の場合は、封筒に「外部評価実施免除申請書在中」と朱書きしてください。

５ 申請書類 

 福岡市のホームページに本通知、申請書の様式等を掲載していますので、ご確認ください。 

【掲載場所】 

HOME ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 高齢・介護 ＞ 事業者の方へ＞各種手続き・運営指導に関すること

＞運営指導・監査 ＞「地域密着型サービス外部評価」・「福祉サービス第三者評価」について 

（https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/5-010110_2.html） 

〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号 

福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

施設指導係 和田 宛て 
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６ 自己評価について 

外部評価が免除の場合でも、自己評価は毎年度実施する必要があります。必ず自己評価を実

施し、その記録を残してください。 

７ 問い合わせ先 

 別紙「外部評価の実施の免除に係る申請について（Ｑ＆Ａ）」をご確認のうえ、不明な点につ

いては必ずメールまたはＦＡＸにてお問い合わせください。 

福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

施設指導係 担当：和田(ﾜﾀﾞ)・永石(ﾅｶﾞｲｼ) 

ＦＡＸ：092‐726‐3328 

宛先：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp 
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外部評価に係る運営推進会議の活用＜サービス種別＞ 

＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護＞ 

○介護・医療連携推進会議

６月に１回以上開催し，１年に１回以上は自己評価及び外部評価を実施すること。 

＜地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護＞ 

○運営推進会議

６月に１回以上開催すること。 

＜小規模多機能居宅介護＞ 

○運営推進会議

２月に１回以上開催し，１年に１回以上は自己評価及び外部評価を実施すること。 

＜認知症グループホーム＞※事業所が運営推進会議と外部評価のいずれかを選択 

○運営推進会議

２月に１回以上開催し，１年に１回以上は自己評価及び外部評価を実施すること。 

○外部評価

都道府県が指定する外部評価機関によるサービスの評価を受け，結果を公表すること。 

＜地域密着型特定施設入居者生活介護＞ 

○運営推進会議

２月に１回以上開催すること。 

＜地域密着型老人福祉施設＞ 

○運営推進会議

２月に１回以上開催すること。 

＜看護小規模多機能居宅介護＞ 

○運営推進会議

２月に１回以上開催し，１年に１回以上は自己評価及び外部評価を実施すること。 
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介護サービス事業者の業務管理体制の届出及び整備等について 

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者（以下「事業者」という。）には、法令遵守等

の業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。 

事業者が整備すべき業務管理体制の内容及び届出先は、指定又は許可を受けている事業所又は  

施設（以下「事業所等」という。）の数に応じ定められています。 

１ 整備・届出すべき事項 

整備・届出事項 届出対象の事業者 

①事業者の

・名称（法人名）

・主たる事務所（本社・本部）の所在地

・代表者の氏名、生年月日、住所、職名

②法令遵守責任者の氏名、生年月日

③事業所名称等及び所在地

全ての事業者 

④業務が法令に適合することを確保するための規程の概要

（法令遵守マニュアル）
事業所等の数が20以上の事業者 

⑤「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業所等の数が100以上の事業者 

※事業所等の数は、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、みなし事業所及び総合事業

（本市でいう介護予防型・生活支援型サービス）は除く。

２ 届出先 

  届出先が福岡市となるのは、運営する事業所等が全て福岡市内にある場合に限ります。 

区分 届出先（所管行政庁） 

①事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域(※)に所在する事業者 厚生労働大臣 

②事業所等が２以上の都道府県に所在し、かつ、２以下の地方

厚生局の管轄区域(※)に所在する事業者

主たる事務所が所在 

する都道府県知事 

③全ての事業所等が１の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事 

④全ての事業所等が１の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長 

⑤全ての事業所等が１の中核市の区域に所在する事業者 中核市の長 

⑥地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者であって、

事業所等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長 

※管轄区域は、下記の届出システムURLで確認できます。

３ 届出方法 

厚生労働省が運用する「業務管理体制の整備に関する届出システム」で行ってください。 

◇業務管理体制の整備に関する届出システムURL

https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do
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４ 届出時点 

(1) 事業所の新規指定に伴い届出が必要となる場合

⇒事業所の新規指定申請時に、届出システムで届出してください。

(2) 事業所の変更届出に伴い変更が生じた場合

⇒事業所の変更届出時に、届出システムで届出してください。

(3) その他の場合

⇒届出の必要が生じた時点で、届出システムで届出してください。

５ 法人としての取組（法令等遵守の態勢） 

○法令等遵守：単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的

（社会的要請）や社会通念に沿った適応を考慮したもの。 

○態勢   ：組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組 

「業務管理体制」は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の  

規模や法人種別等により異なります。法令で定めた整備すべき内容は、事業者が整備する業務管理体制の

一部です。体制を整備し、組織として事業者自らの取組が求められます。 

【取組の内容】 

(1) 方針の策定 ⇒ (2) 内部規程・組織体制の整備 ⇒ (3) 評価・改善

(1) 方針の策定

・法令等遵守の状況を的確に認識し、適正な法令等遵守態勢の整備・確立に向けた方針及び具体的

な方策を検討 

・法令等遵守に係る基本方針を定め、組織全体に周知

・方針策定のプロセスの有効性を検証し、適宜、見直し

(2) 内部規程・組織体制の整備

・法令等遵守方針に則り、内部規程等を策定させ、組織内に周知

・法令等遵守に関する事項を一元的に管理する態勢（体制）を整備

・各事業担当部門等に対し、遵守すべき法令等、内部規程等を周知させ、遵守させる態勢を整備

(3) 評価・改善

・法令等遵守の状況を的確に分析し、法令等遵守態勢の実効性の評価を行った上で、問題点等につ

いて検証 

・検証の結果に基づき、改善する態勢を整備

６ 法令遵守責任者の役割 

法令遵守責任者が中心となって、６の法令等遵守の態勢についての運用状況を確認し、例えば次の

ような取組を進めてください。 

・「法令等の遵守に係る方針」の制定、全役職員への周知 

・法令（基準）等の情報の収集・周知、サービス・報酬請求内容の確認

・内部通報、事故報告及び苦情・相談への対応

・法令遵守等に関する研修の実施、マニュアルの作成 等

事業所の新規指定時は、介護保険事業所番号が未定のため、業務管理体制の整備に関する届出における介護

保険事業所番号は、一旦、「0000000000（10桁すべて0）」で届出してください。指定年月日以降に、指定通知書が

届き次第、システムの届出事項変更にて、指定通知書に記載された介護保険事業所番号を届出してください。
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１「指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者 

に係る変更届出書」について 

（１）届出の期日 

変更があった日から 10日以内に提出してください。 

※ 提出時に内容について相談がある場合は、事前に電話で予約をしてからご来庁ください。

【参考】 

○介護保険法第 78 条の５第１項、第 115 条の 17第１項

指定地域密着型（介護予防）サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在

地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密

着型（介護予防）サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

（２）事業所の構造・専用区画等の変更 

工事を伴う事業所の構造・専用区画等を変更する場合、移転をする場合は、設備基準に適合しているか確

認する必要がありますので、工事着工前に福岡市事業者指導課・介護保険課へ相談してください。 

（３）提出書類 

サービスごとの「変更届出書チェック表」に記載された、「共通事項」及び「具体的な変更項目」の該当

項目それぞれについて、必要書類をご確認いただき、漏れがないよう提出してください。

（４）届出が不要な場合 

次のような場合については、変更届の提出は不要です。 

① 介護報酬改定に伴う介護報酬部分の料金（単位）の変更

② 運営規程に記載している従業者数の変更

③ 管理者、介護支援専門員以外の職種の従業者の変更

④ 事業所の電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレスの変更

（５）問い合わせ先・提出先 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市役所 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

○グループホーム     施設指導係  TEL：092-711-4319 

○グループホーム以外   在宅指導係  TEL：092-711-4257 

※届出様式は、福岡市のホームページに掲載しています。（掲載場所は下記のとおりです）

必要な様式をダウンロードいただき、ご利用ください。

福岡市ホームページ ホーム＞健康・医療・福祉＞高齢・介護＞事業者の方へ＞各種手続き・運営指導に関すること＞指

定・運営に関する各種手続き＞介護サービス事業所の変更届

（ＵＲＬ：https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/kaigo_henkou.html） 

地域密着型サービス事業者の指定内容の変更等について
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２「廃止・休止・再開届出」について 

（１）届出の期日 

＜廃止又は休止＞ 

福岡市事業者指導課と、事前相談の上、廃止又は休止の１か月前までに届出を行ってください。 

※ 休止は、再延長を含めて最長でも１年間とします。１年以内に再開が見込まれない場合は、休止届で

なく廃止届を提出してください。

＜再開＞ 

福岡市事業者指導課に、再開の２か月前までに必ず連絡していただき、事前相談の上、再開届等を提出し

てください。 

【参考】 

○介護保険法第 78の５、第 115条の 17

１ 指定地域密着型（介護予防）サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該

指定地域密着型（介護予防）サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を廃止し、又は休止しようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前まで

に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

（２）廃止・休止の際の留意事項 

廃止・休止の際は、あらかじめ担当ケアマネジャーや市町村（保険者）に廃止・休止の予定日を連絡し、

現にサービスを受けている利用者が同等のサービスを引き続き受けることができるよう、引継ぎを含めた

適切な措置を講じなければなりません。 

休止期間は最長１年間のため、休止後１年経過したら、廃止届を提出してください。 

（３）再開について 

再開の際は、必要書類一式を求め、審査を行います。 

詳細は、「福岡市介護サービス事業者の指定等事務取扱要領 別表６ 再開届の添付書類一覧」をご覧くだ

さい。 

（４）問い合わせ先・提出先 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市役所 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

○グループホーム     施設指導係  TEL：092-711-431９ 

○グループホーム以外   在宅指導係  TEL：092-711-4257 

※届出様式は、福岡市のホームページに掲載しています。（掲載場所は下記のとおりです）

必要な様式をダウンロードいただき、ご利用ください。

福岡市ホームページ ホーム＞健康・医療・福祉＞高齢・介護＞事業者の方へ＞各種手続き・運営指導に関すること＞指

定・運営に関する各種手続き＞介護サービス事業所の廃止・休止・再開

（ＵＲＬ：https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/kaigo_haishikyushisaikai.html） 
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３「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書」について 

＜加算の届出は、下記期限までに必着で提出してください。＞ 

（１）新たに加算を算定する場合、または、算定内容を変更する場合 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 、夜間対応型訪問介護 、地域密着型通所介護 、

（介護予防）認知症対応型通所介護 、（介護予防）小規模多機能型居宅介護 、

看護小規模多機能型居宅介護 

加算の算定を開始しようとする月の 前月の 15 日まで（15 日が休日の場合は，翌開庁日まで）に提出し

てください。 

16日以降に提出された場合は、翌々月からの算定開始となります。 

② （介護予防）認知症対応型共同生活介護

加算の算定を開始しようとする月の 初日まで（初日が休日の場合は、前開庁日まで）に

提出してください 

【参考】 

平成18年３月31日 老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号 

 第１ 届出手続きの運用 

１ 届出の受理  

(5)届出に係る加算等の算定の開始時期  ～ 一部抜粋 ～

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護若しくは看護小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型通所介護

若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定される単位数が増えるも

のに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者等

に対する周知機関を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降

になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護（いずれも短期利用型を含

む）における届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理され

た日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとする。 

（２）加算の算定を終了する場合 

要件を満たさなくなったなどで、加算の算定をしなくなる場合は、速やかに変更届を提出してください。 

（３）問い合わせ先・提出先 

サービス種別及び時期により、提出先が異なります。届出様式を含め、福岡市のホームページに掲載しています。

（掲載場所は下記のとおりです） 

 必要な様式をダウンロードいただき、指定された提出先へ提出ください。 

 福岡市ホームページ ホーム＞健康・医療・福祉＞高齢・介護＞事業者の方へ＞各種手続き・運営指導に関すること＞介

護報酬に関する届出（加算・減算） 

（ＵＲＬ：https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/kaigohousyu.html） 
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 代表者・管理者・計画作成担当者が受講すべき研修について 

小規模多機能型 

居宅介護 

看護小規模 

多機能型居宅介護 

認知症対応型 

共同生活介護 

(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)

認知症 

対応型 

通所介護 

免除について 

代
表
者

条例第 43条 条例第 90条 条例第 54条 グループホーム開設予定者

研修修了者、平成 17年度

までの実践者研修又は実践

リ ーダー研修，認知症介護

指導者養成研修修了者 

管
理
者

条例第 42条 3項 条例第 89条 条例第 53条 2項 条例第 31条 2項 平成 17年度までに実践者研

修やグループホーム管理者

研修を受講し、特養・グル 

ープホーム・デイサービス

センター等施設の管理者と

して従事している者 

計
画
作
成
担
当
者

規則第 55条 11項 規則第 138条 9項 規則第 77条 6項 

※ グループホームにおいて、短期利用共同生活介護サービスを実施するためには、実務者研修
（専門課程）、実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修のいずれかを修了している職員が
配置されていることが必要です。

※ 平成１６年度までの認知症介護実務者研修基礎課程修了者は、認知症介護実践研修の実践者
研修を、認知症介護実務者研修専門課程修了者は、認知症介護実践研修の実践者研修・実践リ
ーダー研修をそれぞれ修了したものと見なします。

代表者について 
小規模多機能型居宅介護・グループホームの代表者は、介護保険事業所・施設等の従業者、訪問
介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験若しくは保健医療若しくは福祉サービスの経
営に携わった経験があり、①の研修修了者。  
看護小規模多機能型居宅介護の代表者は、介護保険事業所・施設等の従業者、訪問介護員等とし
て認知症高齢者の介護に従事した経験若しくは保健医療若しくは福祉サービスの経営に携わった
経験があり、①の研修修了者又は保健師若しくは看護師。 
管理者について 
小規模多機能型居宅介護・グループホームの管理者は、３年以上の認知症高齢者の介護に従事し
た実務経験があり、かつ，②・③の研修修了者。 
看護小規模多機能型居宅介護の管理者は、３年以上の認知症高齢者の介護に従事した実務経験が
あり、かつ、②・③の研修修了者又は保健師若しくは看護師。 
認知症対応型通所介護の管理者は、介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であり、
かつ、②・③の研修修了者。 
計画作成担当者について 
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の計画作成担当者は、介護支援専門員か
つ②・④の研修修了者。 
グループホームの計画作成担当者は、介護支援専門員（2 ユニット以上の場合，1 名以上）かつ 
②の研修修了者。

①認知症対応型サービス事業開設者研修

②認知症介護実践研修（実践者）

④小規模多機能型サービ

ス等計画作成担当者研修

②認知症介護実践研修（実践者）

③認知症対応型サービス事業管理者研修

受講の要件

受講の要件
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　認知症介護実践者研修（A日程） 50 ① ふくふくプラザ
※1、2日目はWEB研修

6/13 6/14 6/24 6/25 7/17 8/8

　認知症介護実践者研修（B日程） 50 ② ふくふくプラザ 9/5 9/6 9/12 9/13 10/3 10/23

　認知症介護実践者研修（C日程） 50 ③ ふくふくプラザ
※１日目は西市民センター

11/6 11/13 11/21 11/22 12/10 12/26

　認知症介護実践リーダー研修 20 ④ 中央市民センター 1/14 1/15 1/16 1/20 1/21 2/10 2/26

開設者 　認知症対応型サービス事業開設者研修 10 ① WEB研修（Zoom） 7/9 （別途、8/10までに職場実習）

　認知症対応型サービス事業管理者研修（A日程） 30 ①② あいれふ
※１日目はWEB研修

8/21 8/26

　認知症対応型サービス事業管理者研修（B日程） 30 ②③ 早良市民センター
※１日目はWEB研修

12/11 12/17

　認知症対応型サービス事業管理者研修（C日程） 30 ④ 中央市民センター
※１日目はWEB研修

2/18 2/27

　小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（A日程） 30 ② 中央市民センター
※１日目はWEB研修

9/17 9/23

　小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（B日程） 30 ④ 中央市民センター
※１日目はWEB研修

2/3 2/11

　認知症ケア研修（A日程） 40 ② 中央市民センター
※1、2日目はWEB研修

9/18 9/26 10/4 10/11

　認知症ケア研修（B日程） 40 ③④ 早良、中央市民センター
※1、2日目はWEB研修

1/23 1/30 2/5 2/12

アンガーマネジメント（A日程） - ①② WEB研修（ライブ配信） 8/23

アンガーマネジメント（B日程） - ③④ WEB研修（ライブ配信） 2/19

高齢者の権利擁護と成年後見制度 - 7/16~ WEB研修（録画配信）

高齢者虐待と身体拘束廃止 - 7/16~ WEB研修（録画配信）

認知症の医学的知識 - 7/16~ WEB研修（録画配信）

高齢者ケアにおける虐待防止：法制度と実践的アプローチ 40 ③④ 中央市民センター 1/22

在宅介護と看取りのケアマネジメント ※ - 7/16~ WEB研修（録画配信）

介護業務従事者向け 医療との連携のコツQ＆A ※ - 9/25~ WEB研修（録画配信）

地域共生社会をつくるために ※ - 9/25~ WEB研修（録画配信）

地域包括ケアシステムの基本理念 ※ - 9/25~ WEB研修（録画配信）

ケアマネジメントプロセスにおけるアセスメントの重要性について　※ - 7/16~ WEB研修（録画配信）

ケアマネジメントプロセスにおけるモニタリングの重要性について　※ - 7/16~ WEB研修（録画配信）

自立支援に向けた相談援助について ※ - 9/25~ WEB研修（録画配信）

スーパービジョンを活用した対人支援 ※ 40 ②③ ふくふくプラザ 12/23

カスタマーハラスメントへの対応 - 7/16~ WEB研修（録画配信）

介護現場における記録 - 7/16~ WEB研修（録画配信）

口腔衛生管理の充実に向けて - 7/16~ WEB研修（録画配信）

介護現場におけるコミュニケーション - 7/16~ WEB研修（録画配信）

介護事業者におけるコンプライアンス - 7/16~ WEB研修（録画配信）

ノーリフティングケア 20 ②③ ふくふくプラザ 10/22

ご利用者の安全対策・急変時の対応 - 9/25~ WEB研修（録画配信）

介護事業者における業務継続計画(BCP) - 9/25~ WEB研修（録画配信）

介護現場における感染症への対策と発生時の対応 - 9/25~ WEB研修（録画配信）

生産性向上・業務改善の必要性(加算等についての解説含む) - ②③ WEB研修（ライブ配信） 10/30

介護現場でのリハビリテーション 20 ②③ ふくふくプラザ 11/8

ヤングケアラーの現状と支援 - ②③
11/19~

WEB研修
（ライブ配信後に録画配信）

11/27

排せつ介助技術 20 ③ ふくふくプラザ 1/10

入浴介助技術 20 ③ ふくふくプラザ 1/10

2024年度介護報酬改定のポイント～処遇改善加算の変更含む～ - ② WEB研修（ライブ配信） 9/19

「介護職員57万人不足」社会に備えた介護業界のひとづくり
～今日からできる採用・定着・育成の取り組み～

- ③ WEB研修（ライブ配信） 11/12

自立支援×テクノロジー活用の最前線(ウェルビーイング) - ②③ WEB研修（ライブ配信） 11/19

介護業界の採用と定着～成功事例・失敗事例から学ぶ～ - ③④ WEB研修（ライブ配信） 1/28

2024年度改定後、いま介護事業者が取るべき生産性向上活動とDXの取組とは - ③④ WEB研修（ライブ配信） 2/4

　主任介護支援専門員フォローアップ研修（A日程） ※ 40 ①② ふくふくプラザ 8/28

　主任介護支援専門員フォローアップ研修（B日程）　 　　　※ 60 ② WEB研修（ライブ配信） 10/8

　主任介護支援専門員フォローアップ研修（C日程）　　　　 　　　※ 40 ③④ ふくふくプラザ 12/19

　主任介護支援専門員フォローアップ研修（D日程） 　　　※ 60 ③④ WEB研修（ライブ配信） 2/7

【募集時期】
◆ ①一次募集：4/17～4/30、②二次募集：7/16～7/29、③三次募集：9/25～10/8、④四次募集：11/19～12/2
◆ 研修形態がWEB研修（録画配信）の募集終期は令和７年２月14日。

【その他】
◆ 「※」がついている研修は、福岡県が主催する主任介護⽀援専⾨員更新研修の受講要件に該当
◆ 研修テーマ、研修日程は変更する可能性あり

事業所
マネジメント

介
護
支
援
専
門
員

資
質
向
上
事
業

主任介護
支援専門員

11/1~　配信開始

テーマ別研修

9/1~　配信開始

9/1~　配信開始

9/1~　配信開始

9/1~　配信開始

9/1~　配信開始

11/1~　配信開始

11/1~　配信開始

11/1~　配信開始

認知症ケア

介
護
保
険
事
業
者
研
修
事
業

権利擁護
及び

虐待防止

9/1~　配信開始

9/1~　配信開始

9/1~　配信開始

地域包括ケア

9/1~　配信開始

11/1~　配信開始

11/1~　配信開始

11/1~　配信開始

ケアマネジャー

9/1~　配信開始

9/1~　配信開始

法
定

認
知
症
介
護
実
践
者
等
養
成
事
業

実践者

管理者

計画作成
担当者

任
意

日程

令和６年度福岡市介護保険事業者向け研修　日程表
種別 事業名 研修名 定員 募集 開催場所 or 形態
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保推第１６０号 

平成22年４月22日

各指定(介護予防)認 知 症 対 応 型 通 所介護事業者 様 
各指定(介護予防)小 規 模 多 機 能 型 居 宅介護事業者 様 
各指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者 様 

福岡市保健福祉局高齢者・障がい者部高齢者施策推進課長 

(在宅サービス指導係)

資格要件を満たしていない管理者又は計画作成担当者の配置について(通知) 

標記の件について，資格要件を満たしていない者を事業所の管理者又は計画作成担当者にやむを得

ず配置せざるを得ない場合，事前の相談を前提として，例外的にその配置を認めてきました。

平成18年の制度改正以降，一定期間を経過し，資格を有する者が一定数以上確保できたこと等か

ら，今後は，別紙のとおり，例外的に資格要件を満たしていない管理者又は計画作成担当者の配置が

認められた場合であっても，運営基準等に基づき，事業の休止の指導，指定の一部停止，介護給付費

の減算等の対象として取り扱いますので，その旨通知します。

なお，変更届出書の提出に当たり，提出書類等に不備がある場合は受付できませんので，変更後

10日以内の提出期限を厳守するためにも，不備等がないように記載事項やチェック表を確認の上，

提出してください。

【連絡先】

福岡市保健福祉局高齢者・障がい者部

高齢者施策推進課 在宅サービス指導係

担 当：黒木，吉川

電 話：(092)711-4257  ＦＡＸ：(092)726-3328 
E-mail：kaigo-shido@city.fukuoka.lg.jp

-94-



（別紙） 

平成 22 年４月 22 日福岡市保健福祉局高齢者施策推進課長通知 

資格要件を満たしていない事業所の管理者又は 

計画作成担当者の配置について 

１ 従来の取扱い 

 従来，やむを得ない事情により，資格要件を満たしていない者（以下「無資格者」という。）を事業

所の管理者又は計画作成担当者に配置せざるを得ない場合，事前にその旨の相談を受け，かつ，

資格要件を満たすために必要な直近の研修等を受講する旨の誓約を行ったときに限り，例外的に

その配置を認めてきたところである。 

２ 取扱いの変更の趣旨 

以下の事情を考慮して，取扱いを変更する。 

・ 平成 18 年の制度改正以降，一定期間を経過し，資格を有する者が一定数以上確保でき

たこと。

・ 事業者は職員に対して研修を受講させること等により，従業者の資質の向上や必要な人

材を育成しておくべきこと。

・ やむを得ない事情を考慮し，例外的に無資格者による配置が認められているにもかかわ

らず，その誓約を履行することなく，重ねて別の無資格者を配置変更したい旨の相談や，

事前の相談もなく無資格者の配置についての変更届と誓約書の提出のみを行ってくる事

業者が相次いでいること。

・ 無資格者の配置は，事業所の指定取消事由に該当する上，例年，集団指導で周知して

いるにもかかわらず，上記の事態が相次いでいることは，事業者としての事業運営や人事

管理に問題があること。

３ 今後の取扱い 

(１) 事業所の管理者又は計画作成担当者については，必要な研修を修了していない等，資格

要件を満たしていない者を配置することは認められない。

(２) ただし，以下の場合については，事前相談を前提とした上で認める場合もある。なお，人事

異動による配置転換等，事業者の都合によって無資格者を配置する場合は一切認めない。

① 資格要件を満たすもの（有資格者）の配置について，事業者が相当の努力を行ったにも

かかわらず，やむを得ず無資格者を配置せざるを得ない場合
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 例えば，事業所の管理者又は計画作成担当者が，個人的な事情による急な退職等を

申し出たため，事業者において早急に求人等を行ったにも関わらず，有資格者の雇用

が間に合わなかった場合等が考えられる。この場合，事業者は，前任者の退職等の申し

出があった時点において，有資格者の配置が確実でない場合は，速やかに本市に相談

を行うこと。 

② その他，福岡市がやむを得ないと判断した場合

（３） 事前相談において，例外的に本市から無資格者の配置を認められた場合は，変更届出

書を提出する際に，「必要な研修等を受けさせる旨の事業者の誓約書」（様式１）と「必要な

研修等を受ける旨の管理者，計画作成担当者自身の誓約書」（様式２）の双方を提出するこ

と。

（４） 上記(３)の場合であっても，以下のとおり取り扱うこと。

① 管理者の場合

運営基準に違反するものとして，事業の休止等の指導，期間を定めて指定の一部効

力停止等を行う場合がある。

② 計画作成担当者の場合

運営基準減算として，人員基準欠如開始月の翌々月から解消月まで，介護給付費の

100 分の 70 の減算を行う。なお，小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当

者については，計画作成担当者研修の実施頻度を考慮して，当分の間，福岡市がや

むを得ないと判断した場合に限り，減算を行わなくてもよいものとする。

なお，減算を行う場合は，「職員の欠員による減算の状況」を記入した「介護給付費算

定に係る体制等に関する届出書・変更届出書」を提出すること。

(５) 提出した誓約書に記載されている研修を受講しなかった場合や，研修が修了できなかった

場合は，必要な要件を満たした者を配置するまでの間，事業の休止等の指導，期間を定め

て指定の一部効力停止，介護給付費の返還の指導等を行う場合がある。

(６) 研修の修了等により，無資格者が資格要件を満たした場合は，速やかに研修の修了証の

写しを提出すること。なお，職員の欠員による減算を行っていた場合は，あわせて「介護給

付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書」を提出すること。
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保指第３７４号

令和元年７月４日 

介護サービス事業者 様 

福岡市保健福祉局高齢社会部事業者指導課長 

指定基準等に係る本市への問い合わせについて 

平素から，本市介護保険事業にご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

貴職におかれましては，日頃から適正な介護サービスの提供と法令遵守の徹底に努められていることと存

じます。

さて，昨今，介護サービス事業者からの電話による問い合わせや相談が急増しており，本市が応答した内

容について，共通した認識が図られていない事案が散見されるようになりました。 

今後は，相互において解釈の誤解が生じないよう，人員・設備・運営・報酬基準の解釈について本市へ問

い合わせをする場合は，下記のとおり電子メール（電子メールが使用できない場合はＦＡＸ）により行って

いただきますよう，よろしくお願いします。 

なお，虐待通報や事業所の不正等，緊急を有する相談については，従来どおり電話でも受け付けますので，

早急にご連絡ください。 

記 

１ 電子メール（又はＦＡＸ）の送付方法 

（１）電子メール（又はＦＡＸ）の主題は「〇〇〇〇事業の〇〇基準の問い合わせ」と記載。

（２）本文に下記の事項を記載。

①事業所名，②事業所番号，③担当者名，④連絡先，⑤質問，⑥状況，⑦問題点

（３）次のアドレスに電子メール（又はＦＡＸ）を送信。

在宅指導係：kyotaku@city.fukuoka.lg.jp

施設指導係：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp

ＦＡＸ（共通）：092-726-3328

※本市システムのセキュリティ上，電子メールの添付ファイルが確認できない場合がありますので，必ず

本文中に上記（２）の内容を記載してください。

※１回のメール（又はＦＡＸ）に対し，一つの質問でお願いします。

２ 注意点 

・本市からの回答については，最大２週間要します。

・新規指定や指定更新，変更届等の提出書類に関する質問や相談は，従来どおり電話でも受け付けます。 

・回答期間短縮のため，本市に問い合わせる前に，各介護サービス事業者において下記資料を必ずご確認

ください。下記資料に記載のない場合，もしくは疑義のある場合のみお問い合わせください。

●厚生労働省介護サービス関係Ｑ＆Ａ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html

●福岡市集団指導資料

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/jigyousyasido/health/00/05/5-010205_3.html

【問い合わせ先】 

福岡市 保健福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

在宅指導係：kyotaku@city.fukuoka.lg.jp 

施設指導係：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp 

ＦＡＸ（共通）：092-726-3328 
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〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８－１ 

福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

○ 在宅指導係  電 話：092-711-4257 

F A X：092-726-3328 

E-mail：kyotaku@city.fukuoka.lg.jp

【担当事業】 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・（介護予防）認知症対応型通所介護 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護

○ 施設指導係  電 話：092-711-4319 

F A X：092-726-3328 

E-mail：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp

【担当事業】 

  ・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 
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